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【白沢グランド】
■問い合わせ先
　社会教育課体育係　（48）1111（内1228・1229）
　スポーツ村　（49）2500

【白沢区民館】
■問い合わせ先
　社会教育課体育係　（48）1111（内1228・1229）
　白沢区民館　（48）4325

使用施設 改定後の使用料（改定前の使用料）

改定後の使用料（改定前の使用料）
1時間につき

1時間につき　340円（330円）
1面1時間につき　変更なし〔220円〕
1時間につき　340円（330円）

運動広場
テニスコート
多目的広場

【板山グランド】
■問い合わせ先
　社会教育課体育係　（48）1111（内1228・1229）
　スポーツ村　（49）2500

使用施設 改定後の使用料（改定前の使用料）

1時間につき　340円（330円）運動広場

【草木グランド】
■問い合わせ先
　社会教育課体育係　（48）1111（内1228・1229）
　スポーツ村　（49）2500

使用施設 改定後の使用料（改定前の使用料）

1時間につき　340円（330円）運動広場

【宮津公民館】
■問い合わせ先
　社会教育課公民館係　（48）1111（内1500・1501）
　宮津公民館　（48）3548

使用施設

1,280円（1,260円）
390円（380円）
390円（380円）
390円（380円）

体育室
大会議室
会議室
卓球室

改定後の使用料（改定前の使用料）
1時間につき

使用施設

770円（760円）
390円（380円）
390円（380円）
390円（380円）
変更なし〔220円〕
390円（380円）
770円（760円）

講　堂
研修室
会議室
第1集会室
第2集会室
第3集会室
調理実習室

【草木公民館】
■問い合わせ先
　社会教育課公民館係　（48）1111（内1500・1501）
　草木公民館　（48）0086

改定後の使用料（改定前の使用料）
1時間につき

使用施設

1,160円（1,140円）
390円（380円）
390円（380円）
550円（540円）
変更なし〔220円〕
770円（760円）

講　堂
研修室
第1会議室
第2会議室
第3会議室
調理実習室

【板山公民館】
■問い合わせ先
　社会教育課公民館係　（48）1111（内1500・1501）
　板山公民館　（48）0081

改定後の使用料（改定前の使用料）
1時間につき

使用施設

770円（760円）
390円（380円）
変更なし〔220円〕
変更なし〔220円〕
550円（540円）
変更なし〔220円〕

講　堂
第1集会室
第1会議室
第2会議室
調理実習室
小集会室

【坂部公民館】
■問い合わせ先
　社会教育課公民館係　（48）1111（内1500・1501）
　坂部公民館　（48）5060

改定後の使用料（改定前の使用料）
1時間につき

使用施設

770円（760円）
390円（380円）
390円（380円）
390円（380円）

講　堂
第1会議室
第2会議室
調理実習室


